
内   容  《対面講座 定員 20 名》《オンライン講座 定員 15 名》 

 

 

 

 
 

 
 

 
◆募集対象者 ※次のいずれも満たす方 

 
 
 

  

  

《 通 信 制 》  

 

介 護 福 祉 士  

実 務 者 研 修 + 

介 護 福 祉 士  

受 験 対 策  

未経験者、無資格者も可能。実務者研修の修了と介護福祉士受験対策が同時に受けられる講習です。 

 

受講期間：令和4年6月15日～11月30日(7/6,8/3,8/10,9/7,10/5,11/2,11/23休み)  

毎週水曜日(計18回) 

受講時間：9:00～16:00 

受講場所：小川公民館 (宇城市小川町江頭80 小川総合文化センター内) 

申込〆切：～令和4年5月25日(水)まで  

 

 

 

 

医療事務講座 

就職に必要な実践力の養成を目的としながら、医療事務に興味を持つ多くの皆さまにご受講いただけるよう受

講にかかる負担を最小限に抑えています。 

 

受講期間：令和4年8月20日～10月29日・毎週土曜日(計10回)※10/29予備日 

受講時間：9:00～16:00／受講場所：玉名市文化センター（熊本県玉名市繁根木88-1） 

申込〆切：～令和4年8月10日(水)まで 

受講期間：令和5年1月8日～3月12日・毎週日曜日(計10回) 

受講時間：9:00～16:00／受講場所：桜十字ホール八代(八代市新町5-20) 

申込〆切：～令和4年12月18日(日)まで 

 

医薬品登録販売者

受験対策 

薬事法改正により、ドラッグストア、コンビニ等様々な業界で必要とされている資格です。 

受講期間：令和4年8月20日～11月26日(内9/3国際交流会館)    

毎週土曜日(計15回) 

受講時間：13:00～17:00 
受講場所：熊本市男女共同参画センターはあもにい(熊本市中央区黒髪3丁目3-10) 

申込〆切：～令和4年8月10日(水) まで 

 Word3級+Excel3級 

令和4年8月10日〆切 

Excel3級＋Excel2級 

令和4年11月15日〆切 

簿記3級 

令和4年11月13日〆切 

電子会計 

令和5年2月12日〆切 

令和4年9月1日～11月25日(全30回)18：30～20：30(火・木・金) 

令和4年12月6日～令和5年3月10日(全30回)18：30～20：30(火・木・金) 

 

 

 

令和5年3月5日～3月27日(全4回)9：00～16：00(日)※簿記3級程度の理解が必要です。

 
 
 
 
◆お申込み後～  申込締切日から約一週間以内に、当センターから、申し込みをされた皆様へ郵送にて、 

受講決定の可否をお知らせします。※申込み多数の場合は抽選となります。 

●諸事情により、講習日程・会場などが変更になることもあります。ご了承ください。 

 

 

事業受託者：社会福祉法人 熊本県ひとり親家庭福祉協議会（熊本市東区錦ケ丘 34-23） 

令和4年12月4日～令和5年2月19日(全10回)9：00～16：00(日) 

 

１．県内のひとり親家庭の親・子ども及び寡婦の方、（熊本市在住の方を除きます） 
２．希望する講習会の全日程に出席可能で、技能・資格取得に意欲のある方 

働く上で資格を取得する必要がある方などを支援するため、講習会を毎年度実施しています。
受講料は無料（テキスト代、検定料は自己負担）。 ※託児要相談  

お住まいの市役所・町村役場の福祉課 （ひとり親家庭等福祉担当課） 

窓口で受講申込書をお渡しします。必要事項を記入して窓口へご提出ください。 
申 込 先 

講座名 



 

 

 

 

 

わたしたちは、ひとり親家庭の父母や寡婦の、 

生活の安定・向上ための相談・支援にとりくんでいます。 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

社会福祉法人 

熊本県ひとり親家庭福祉協議会 

 

 

ひとり親の友だちだから 

おトクな情報伝えたい 

 

ʬ相談・問合せ先ʭ 

TEL：０９６-３３１-６７３６ 
LINE：上記で登録 
mail：mama2136@minos.ocn.ne.jp 

熊本県母子家庭等 
就業･自立支援センター 

就業支援(就業相談、キャリアカウンセリング、職業の紹介、情報収集・提供、自立に必要な助言、就業

支援講習会、企業等への雇用促進の啓発等)を行い、ひとり親家庭の自立の促進を図っています。 

また、支援員による生活相談、弁護士による養育費取得に向けた相談なども行っています。どうぞお気軽に

お問い合わせください。 

 


